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令和７年１１月 上天草市農業委員会定例会会議録 

令和７年１１月１１日

午前９時３ ０分開会

上天草市役所大矢野庁舎２階庁議室

１．  議事日程 

日程第  １   開  会 

日程第  ２   議事録署名委員の指名について 

日程第  ３   議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第  ４   議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第  ５   議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第  ６   議案第４号 農用地利用集積等促進計画（ 案） について 

日程第  ７   議案第５号 非農地通知交付申請について 

日程第  ８   議案第６号 許可取消願の提出について 

日程第  ９   報告第１号 農地形状変更届について 

日程第 １０   報告第２号 許可不要転用届について 

日程第 １１   報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による使用貸借及び賃貸借契約、

利用権設定合意解約について 

その他 

２．  本日の出席委員は次のとおりである。（ １０名）  

会長 松岡 健二郎  職務代理者 蓮田 治住  ３番 水野 武晴  ４番 磯田 清俊 

５番 岩﨑 國重    ６番 吉本  均    ７番 岩本 俊治   ８番 源  義通 

９番 森口 邦雄    10番 濵﨑 顯爾 

（ 事務局）  

局長 小松野 洋己   主事 徳渕 麻子   主事 睦田 将 
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開 会 午前９時３０分

事務局(小松野）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

１ 開 会

 ただいまより、令和７年１１月上天草市農業委員会総会を開会いたします。  

 本日は１０名の農業委員の方が出席となっております。出席委員が過半数を超

えておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき本

会が成立することをご報告いたします。  

 上天草市農業委員会会議規則第４条の規定により、会長が会議の議長となりま

すので、ご挨拶と議事の進行をよろしくお願いいたします。  

２ 会長挨拶

 皆さん、おはようございます。 

（ おはようございます。）

 本日は１１月の総会となります。大変お忙しい中にご出席いただきまして、こ

こに開催できますことを厚く 御礼申し上げます。１１月に入り、朝晩の冷え込み

は日ごとに増し紅葉も深まるようになりました。本年も残り少なく なりました

が、委員の皆さんにおかれましては体調管理に十分気をつけて業務にあたられま

すようお願いいたします。それでは、本日も慎重なご審議のほど、よろしく お願

いいたしまして、開会の挨拶に代えさせていただきます。 

３ 議事録署名委員の指名について

 はじめに、議事録署名委員の指名を行います。６番、吉本委員、７番、岩本委

員、よろしく お願いします。  

４ 議 事

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

 それでは、議事に入ります。  

議案第１号、農地法第３条第１項の規定による許可申請の承認について。１番

の説明を事務局からお願いします。  
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事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

４番（ 磯田）

 議案第１号、番号１番です。議案は２ページになります。  

 申請人は大矢野町の個人です。申請地の物件表示は、大矢野町上字□□□□△

△△△番△外１筆、地目は田、面積合計１ , ４６１㎡です。申請場所は図面１ペー

ジ①、詳細は２～４ページのとおりで、○○○○○から北の方向、直線距離で約

１ . ０㎞の辺りに位置しております。申請人の経営状況は、経営面積は３万２ , ９

１６ . ８５㎡です。労働力は１、農機具等は３です。権利の種類は、売買による所

有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

 全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取り

を行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は

自宅から車で５分程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのことで

す。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕作予

定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。地域との調和要件では、タ

マネギを栽培予定とのことであり、周辺の営農条件への支障はないと思われま

す。 

なお、当該農地は□□地区の地域計画に含まれているため、地域計画の修正が

必要です。ただし、当該地は地域計画において耕作者未定であったため、申請者

を新たに耕作者として登録するするのみであり、軽微な変更として事後的に承認

可能ですので今回の許可への支障となるものではありません。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

 議案第１号の１番について、４番、磯田が説明いたします。  

昨日は現地確認お疲れ様でした。この案件はですね、半年く らい前に、今回の

申請地と隣同士のところを形状変更ということで一度行きましたけれども、隣が

休耕田になっていまして、荒れたままになっていましたので、土地の所有者がこ

こを買ってくれないかという相談があったそうです。休耕田のままよりも作って

もらったほうが農地としては活きるんじゃないかと私も思っておりますが、この

画面にはちょっとありませんけれども、ちょっと土を入れてある状態になってい

ました。左側の画面です。上に黒っぽいものが見えますけれども、木く ず堆肥だ

そうです。すぐ広げれば堆肥状態にできますけれども、ちょっとフライング気味

で申し訳ないというふうな感じで言っておられました。  

２か所目は、右の画面になりますけれども、ここは今年まで早期米を作ってお

られまして、荒れている状態ではありません。すぐ作付けはできるような状態で

す。ここもちょっと５００ｍく らい離れておりますけれども土地の所有者が長野

県に住んでおられまして、将来的にも管理することが非常に難しいということで

買ってくれないかと相談があったそうです。  
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

推進委員(山口)

議長（ 松岡）

その後作付けはタマネギを耕作する予定というふうに聞いておりますが、荒れ

さしてしまうよりも今後作ってもらったほうが農地としても活きるんじゃないか

なというふうに考えておりますので、よろしく ご審議お願いいたします。  

ありがとうございました。ただいま、１番の説明が終わりましたけれども、皆

さん方からご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

ご異議ございませんので、１番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

 続きまして、２番について、事務局からの説明をお願いします。  

議案第１号、番号２番です。議案は同じく ２ページになります。  

 申請人は大矢野町の個人です。申請地の物件表示は、大矢野町上字□□□△△

△△番△、地目は田、面積１ , ０００㎡です。申請場所は図面１ページ②、詳細は

５～６ページのとおりで、○○○○○から北西の方向、直線距離で約２ . ３㎞の辺

りに位置しております。申請人の経営状況は、経営面積はありません。労働力は

２、農機具等はありません。権利の種類は、贈与による所有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

 全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取り

を行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は

自宅から車で３分程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのことで

す。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕作予

定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。地域との調和要件では、ブ

ロッコリーや桃、ミカンを栽培予定とのことであり、周辺の営農条件への支障は

ないと思われます。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

 議案第１号２番について、推進委員の山口が説明いたします。  

 譲渡人と譲受人は叔父と甥っ子の関係です。長い間、畑が荒れていましたが、

譲受人より、写真のとおり少しブロッコリーが作られており、桃の木も２本植栽

されております。こういった形で自分の土地を甥っ子に譲渡したということで

す。毎日楽しみに畑に来て作業をされております。何ら問題はないと思います。

ご審議お願いいたします。  

 ありがとうございました。ただいま、２番の説明が終わりましたけれども、皆
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議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

５番（ 岩﨑）

議長（ 松岡）

さん方からご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、２番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

 続きまして、３番について、事務局からの説明をお願いします。  

議案第１号、番号３番です。議案は２ページになります。 

 申請人は大矢野町の個人です。申請地の物件表示は、大矢野町中字□□□□△

△△△番△△、地目は田、面積１ , ７１３㎡です。申請場所は図面１ページ③、詳

細は７～８ページのとおりで、○○○○○から南東の方向、直線距離で約１ . ９㎞

の辺りに位置しております。申請人の経営状況は、経営面積はありません。労働

力は２、農機具等はありません。権利の種類は、贈与による所有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

 全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取り

を行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は

自宅から徒歩で１０分程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのこ

とです。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕

作予定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。地域との調和要件で

は、米を栽培予定とのことであり、周辺の営農条件への支障はないと思われま

す。 

なお、当該農地は荒木浜地区の地域計画に含まれているため、地域計画の修正

が必要です。ただし、当該地は地域計画において耕作者として他の個人が登録さ

れていますが、申請者を新たに耕作者として変更するするのみであり、軽微な変

更として事後的に承認可能ですので今回の許可への支障となるものではありませ

ん。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

 議案第１号、３番につきまして、５番、岩﨑が説明いたします。  

 譲渡人は大阪の堺市に住んでおられまして、受人は申請地の近くに住まいの方

です。受人の母親と親戚だそうで、渡人は帰らないので贈与したいとのことで、

今回申請をされております。現在知り合いの方が稲を作っておられますが、今後

は自ら稲を作られるそうで、耕作中でもあり、問題はないと思います。ご審議よ

ろしくお願いします。 

ありがとうございました。ただいま、３番の説明が終わりましたけれども、皆
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議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

さん方からご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、３番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

 続きまして、４番につきまして、議案第３号、農地法第５条許可申請の７番、

議案第６号、許可取消願と関連しますので一括して審議を行います。事務局から

の説明をお願いします。  

議案第１号４番、議案第３号７番、議案６号１番、これにつきましては過去に

５条許可した事業の中止と変更にあたる申請ですのでまとめて説明いたします。  

まず、変更の経緯です。令和６年５月に５条許可がなされましたが、申請者が

転用事業を中止したため、この申請について取消願が提出されました。次に、当

該農地の所有権は当時の申請者に移転済、かつ分筆済であったため、今回はこの

２筆について、１筆は農地のまま、もう１筆が転用を伴う所有権の移転のため、

３条及び５条申請が提出されました。  

初めに許可済申請の取消願について説明いたします。議案第６号１番、議案は

１６ページになります。  

申請人は熊本市の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△△

番△外１筆、地目は田、面積合計７３９㎡です。申請場所は図面１ページ④⑯、

詳細は９～１０、２７～２８ページのとおりで、直線距離で○○○○○から南の

方向、直線距離で約９ . ２㎞の辺りに位置しております。令和６年５月１０日に、

貸家用地への転用事業のために５条申請がなされ、許可がおりましたが、社会情

勢の変化により事業計画に困難が生じたため、中止することになりました。議案

第６号１番の説明については以上です。続けて対象地２筆農地の１筆、３条申請

についての説明に移ります。  

議案第１号４番、議案は３ページになります。 

申請人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△△

番△、地目は田、面積３３３㎡です。申請場所は図面１ページ④、詳細は９～１

０ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約９ . ２㎞の辺りに位

置しております。申請人の経営状況は、経営面積はありません。また、労働力は

１、農機具等はありません。権利の種類は、売買による所有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取りを

行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は自

宅から車で３分程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのことで

す。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕作予
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議長（ 松岡）

８番（ 源）

議長（ 松岡）

定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。  地域との調和要件では、

タマネギを栽培予定とのことであり、周辺の営農条件への支障はないと思われま

す。議案１号４番についての説明は以上です。続けて、取消対象地のもう１筆、

５条申請についての説明に移ります。  

議案第３号７番、議案は９ページになります。 

 申請人は先の３条と同じ、松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合

津字□□△△△△番△、地目は田、面積４０６㎡です。申請場所は図面１ページ

⑯、詳細は２７～２８ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で

約９ . ２㎞の辺りに位置しております。申請内容及び事業計画については、転用目

的は社員寮の建設です。資金については土地購入費及び建築費の合計を自己資金

が上回っており問題ないと思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は市の水道を利

用し、生活雑排水、汚水については下水道へと排水し、雨水については隣接する

道路側溝へ自然排水するとのことです。造成中の被害防除策については造成は行

わないとのことです。また、完成後の被害防除策については、周辺地への影響は

ないとのことですが、争議が生じた際は申請者が誠意をもって対応するとのこと

です。  

再度まとめますが、今回審議いただくのは３点です。  

１、令和６年５月の転用許可の取消しの可否について。２、取り消された農地

のうち１筆の所有権移転に係る３条申請への許可もしく は不許可について。３、

もう１筆の転用を伴う所有権移転に係る５条申請への許可もしく は不許可につい

てです。以上、説明を終了します。  

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

 ただいま事務局から説明がありました３つの議案につきまして、８番、源より

説明申し上げます。 

 説明のとおり、昨年の６月に現在の持ち主である方の計画で承認をいただいて

おりました。その後社会情勢の変化で計画どおりできないということで、今回の

譲受人の方が欲しいということになり、説明のとおり、この方は施設運営の方で

すのでその社員の宅地にしたいと、実は自分も含めて福祉施設入所者の農業体験

のために使わせていただきたいということでございます。よろしく お願いいたし

ます。  

ありがとうございました。ただいま、４番及び議案第３号農地法第５条許可申
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議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源）

請の７番、並びに議案第６号許可取消願の説明が終わりましたけれども、皆さん

からのご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、４番及び議案第３号農地法第５条許可申請の７番、

並びに議案第６号許可取消願につきましては申請どおり承認することに決定しま

す。 

 続きまして、５番について、事務局からの説明をお願いします。  

議案第１号、番号５番です。議案はページになります。  

 申請人は天草市の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△△

番△△△、地目は田、面積９８１㎡です。申請場所は図面１ページ⑤、詳細は１

１～１２ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約８ . ２㎞の辺

りに位置しております。申請人の経営状況は、経営面積はありません。労働力は

１、農機具等はありません。権利の種類は、売買による所有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

 全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取り

を行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は

事業所から車で２分程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのこと

です。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕作

予定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。地域との調和要件では、

タマネギ、ニンジン、ジャガイモを栽培予定とのことであり、周辺の営農条件へ

の支障はないと思われます。 

なお、当該農地は□□、□□□□地区の地域計画に含まれているため、地域計

画の修正が必要です。当該地は地域計画において耕作者として他の法人が登録さ

れていますが、申請者を新たに耕作者として変更するのみであり、軽微な変更と

して事後的に承認可能ですので今回の許可への支障となるものではありません。

説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

議案第１号５番につきまして、８番、源より説明申し上げます。 

譲渡人は農業は自らはされておりません。先ほど説明がありましたように法人

の方が耕作をされておりましたが、今回譲受人の方が福祉関係の仕事をされてお

りまして、入所者の農業研修みたいなことを実施されております。別のところで

もそういったことをやっておられますが、距離があるというか、遠いという問題

がございました。この農地は事業所から近いということでですね、こちらに新た
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

推進委員(楠本）

議長（ 松岡）

に土地を求めて、そういった入所者等の農業訓練に使わせてもらいたいというこ

とでございますのでよろしく お願いしたいと思います。  

ありがとうございました。ただいま、５番の説明が終わりましたけれども、皆

さんからのご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、５番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

 続きまして、６番について、事務局からの説明をお願いします。  

議案第１号、番号６番です。議案は同じく ３ページです。 

 申請人は龍ヶ岳町の個人です。申請地の物件表示は、龍ヶ岳町大道字□□△△

△△番△、地目は田、面積２２６㎡です。申請場所は図面１ページ⑥、詳細は１

３～１４ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約２３ . ０㎞の

辺りに位置しております。申請人の経営状況は、経営面積は８３８㎡です。労働

力は１、農機具等は３です。  

 権利の種類は、贈与による所有権の移転です。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

全部効率利用要件及び農作業常時従事要件については、書類審査及び聞き取りを

行いましたが、取得後全ての農地を利用するとのことです。また、通作距離は自

宅から５００ｍ程度であり、年間１５０日以上農作業に従事されるとのことで

す。よってこの要件をクリアしております。また、当該農地は申請人自ら耕作予

定とのことであり、転貸禁止要件にも該当しません。地域との調和要件では、タ

マネギ、サツマイモを栽培予定とのことであり、周辺の営農条件への支障はない

と思われます。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いいたします。  

 議案第１号、６番について、推進委員の楠本が説明します。  

 画面の左側の家を売買で買って、それについてカライモ畑が残っていたわけで

すが、それを譲るという感じになっています。長い間放棄地になっていたけど、

今度これを作りたいので譲ってもらったということです。よろしく お願いしま

す。 

ありがとうございました。ただいま、６番の説明が終わりましたけれども、皆

さんからのご意見、ご質問はありませんか。 
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源）

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、６番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

 続きまして、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請の承認に

ついて。１番の説明を事務局からお願いします。  

 議案第２号、番号１番です。議案は５ページになります。  

 申請人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□□△△△

番外１筆、地目は田と畑、面積合計４４７㎡です。申請場所は図面１ページ⑦、

詳細は１５～１６ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約９ .

０㎞の辺りに位置しております。申請内容及び事業計画については、転用目的は

個人住宅用地で、事業資金は、すでに工事が完了しているため問題ないと思われ

ます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い第２

種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、地

区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は市の上水道を利

用し、排水については、生活雑排水、汚水は既設下水道へ排水し、雨水はそのま

ま側溝へ自然排水するとのことです。造成中の被害防除については、すでに工事

が完了しているためありません。また完成後の被害防除策については周辺地への

影響はないとのことですが、問題が生じた際は申請者が誠意を持って対応すると

のことです。補足説明といたしまして、すでに工事が完了しているため始末書を

添付していただいています。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 議案第２号の１番につきまして、源より説明申し上げます。 

 この件は、今事務局の説明がありましたように追認事項であります。申請者の

方のご兄弟がこちらに帰郷されて住居を構えたいという時に、弟に家を建てさせ

たということですけども、その方もすでに亡く なられてですね、現在は学校の教

員の方が借りて住んでおられます。今回無断転用の疑いで指摘をしての追認でご

ざいますので、何とかお願いいたします。  
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源）

議長（ 松岡）

 ありがとうございました。ただいま１番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、１番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

続きまして、２番の説明を事務局からお願いします。  

 議案第２号、番号２番です。議案は同じく ５ページになります。  

 申請人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□□△△△

△番、地目は畑、面積１２９㎡です。申請場所は図面１ページ⑧、詳細は１７～

１８ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約８ . ５㎞の辺りに

位置しております。申請内容及び事業計画については、転用目的は個人住宅で、

事業資金は、すでに工事が完了しているため、問題ないと思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い第２種

農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、地区

の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は市の上水道を利用

し、排水については、生活雑排水、汚水は既設下水道へ排水し、雨水はそのまま

側溝へ自然排水するとのことです。造成中の被害防除については、すでに工事が

完了しており必要ありません。また完成後の被害防除策については周辺地への影

響はないとのことですが、万が一争議が生じた場合は申請者が誠意を持って対応

するとのことです。また補足説明といたしまして、すでに工事が完了しているた

め顛末書を添付していただいております。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 議案第２号の２番につきまして、源より説明申し上げます。 

 本件も無断転用疑いの指摘で出てきました。申請人の義理のお兄さんが昭和の

時代に建てられて住まわれておりましたが、別のところに家を造って移られて、

この方が相続の形でこの土地建物を引き取られておられました。今回無断転用と

いうことで追認申請となりました。よろしくお願いします。  

 ありがとうございました。ただいま２番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）
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議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源）

議長（ 松岡）

 ご異議ございませんので、２番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

続きまして、３番の説明を事務局からお願いします。  

議案第２号、番号３番です。議案は同じく ５ページです。 

 申請人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□□△△△

△番、地目は田、面積８７０㎡です。申請場所は図面１ページ⑨、詳細は１９～

２０ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約８ . ５㎞の辺りに

位置しております。申請内容及び事業計画については、工事の目的が○○○学校

の復旧であるため、緊急対応として、事業者及び所有者から農業委員会会長へ事

前相談のうえ、総会の許可を待たずに工事に着手しております。転用目的は土捨

て場で、事業資金はありません。これは、水害により○○○学校に流入した土砂

除去事業の一環で受注業者が土砂運搬、搬入、整地までを実施するためです。よ

って、申請者の経済状況にかかわらず事業は実施可能であり、さらに現時点では

工事の９０％程度が進行しております。  

続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水はおこなわず、

排水については生活雑排水、汚水は発生せず、雨水は隣接する水路に自然排水す

るとのことです。造成中の被害防除策についてはありませんが、完成後の被害防

除策については、周辺地への影響はないとのことです。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 議案第２号の３番につきまして、源より説明申し上げます。 

 ただいま、事務局から説明がありましたように、８月１１日の大水害によりま

して○○○学校へ多量の土砂が流れ込んでおりました。その土砂の撤去を８月３

１日、いわゆる学校の夏休み期間中に終わらせてほしいという要望があり、業者

の方と地主の方、会長と私が立ち会い、事前着工という形でありましたが期限が

迫っておりましたので、差し当たっては土捨て場ということで始めております。

この土地は地目が何になるかわかりませんが、他の利用を今後早急に考えていき

ますということでございます。追認という形になりましたが事情を考慮いただ

き、よろしく お願いします。  

ありがとうございました。ただいま３番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 
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１０番（ 濵﨑）

８番（ 源）

１０番（ 濵﨑）

議長（ 松岡）

１０番（ 濵﨑）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

土を入れてある状況ですけど、今後何に使うかというのは、まだ決まっていな

んでしょう。  

この近隣が住宅街で、はっきり言いまして駐車場が不足しています。差し当た

っては近隣住民の駐車場として使わせていただきたいというのが近隣の方の願い

で、活用は今後考えたいというようなことでございます。これが実態です。 

 一時的にこういう状況になったというのはわかりますけど、駐車場の要望があ

れば、それを見越して許可申請をすべきじゃないでしょうか。ただ土捨て場とし

ての一時的な許可はできるのかわかりませんけど、仕方がないということですけ

ど、先の利用目的が決まった段階で転用申請を出されるのが本来じゃないかと思

います。  

 先ほど担当委員が説明したとおり、○○○学校の夏休み中にしてく れないかと

いうことだったので、急遽、源委員と２人で現場に行って、関係者と協議のう

え、このような結論となりました。ご理解いただきたいと思います。 

 わかりました。  

 ほかにございませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、３番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

 続きまして、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請の承認に

ついて。１番につきましては２番と関連していますので一括して審議をおこない

ます。事務局からの説明をお願いします。  

議案第３号、番号１番と２番は一人の借受人が隣接する土地をお二方から借受

ける案件ですので、併せて説明します。議案は７ページになります。 

 申請人は南阿蘇村の個人です。申請地の物件表示は、番号１番は大矢野町中字

□□□□△△△△番△、地目は田、面積５０８㎡です。また番号２番は大矢野町

中字□□□□△△△△番△、地目は田、面積５１３㎡です。申請場所は図面１ペ
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議長（ 松岡）

６番（ 吉本）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

ージ⑩⑪詳細は２１～２２ページのとおりで、○○○○○から南の方向、約３ . ２

kmの辺りに位置しております。申請内容及び事業計画については、転用目的は船

舶展示施設です。資金についてはすでに完工しており問題ないと思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は行わず、生活

雑排水、汚水は発生せず、雨水は、道路側溝に自然排水するとのことです。造成

中の被害防除策については、既に工事が完了しており必要ありません。また、完

成後の被害防除策については、周辺地への影響はないとのことですが、万一争議

が生じた際は申請者が誠意をもって対応するとのことです。補足説明といたしま

して、既に工事が完了しているため、始末書を添付していただいております。説

明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 ６番、吉本が、議案第３号の１番２番は関連がありますので、同時に説明いた

します。  

 本議案は先に事務局から説明がありましたが、追認事案であります。申請事由

は賃貸借権の設定で、申請者は長きに亘り船舶展示場と事務所と共に利用してお

りましたが、承認を受けておりませんでした。今回始末書が出されております。

また地区からの同意書も出ており、特段問題ないかと思われますがご審議の程、

よろしく お願いいたします。  

ありがとうございました。ただいま議案第３号、１番と２番の説明が終わりま

したけれども、皆さんからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

ご異議ございませんので、議案第３号１番と２番につきましては申請どおり承

認することに決定します。  

続きまして、３番につきましては４番と５番と関連していますので一括して審

議をおこないます。事務局からの説明をお願いします。  

議案第３号番号３番、４番、５番は同一事業にかかる賃貸借についての案件で

すので、併せて説明します。議案は７～８ページになります。  

 申請人は大矢野町と益城町の個人です。申請地の物件表示は、番号３番は大矢

野町中字□□△△△△番△、地目は田、面積１ , ８０１㎡です。番号４番は大矢野
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議長（ 松岡）

６番（ 吉本）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

町中字□□△△△△番△、地目は田、面積１ , ３２７㎡です。番号５番は大矢野町

中字□□△△△△番△、地目は田、面積６４８㎡です。申請場所は図面１ページ

⑫～⑭詳細は２３～２４ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離

で約３ . ７kmの辺りに位置しております。申請内容及び事業計画については、転用

目的は番号３番が店舗等施設用地、４番５番が駐車場となっており、資金につい

てはすでに完工しており問題ないと思われます。 

続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、３番では給水は市の

上水道を利用し、生活雑排水、汚水は合併浄化槽を経て排水するとのことです。

また、４ . ５番では給水は行わず、生活雑排水、汚水は発生せず、雨水は、道路側

溝に自然排水するとのことです。造成中の被害防除策については、既に工事が完

了しており必要ありません。また、完成後の被害防除策については、周辺地への

影響はないとのことです。補足説明といたしまして、既に工事が完了しているた

め、始末書を添付していただいております。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 ６番、吉本が、議案第３号の３、４、５番は関連がありますので、同時に説明

いたします。  

 本議案は先に事務局から説明がありましたが、追認事案であります。申請事由

は賃貸借権の設定で、申請者は長きに亘り店舗とその店に隣接する駐車場として

利用してきましたが、承認を受けておりませんでした。今回始末書が出されてお

ります。また地区からの同意書も出ており、特段問題ないかと思われますがご審

議の程、よろしく お願いいたします。  

ありがとうございました。ただいま議案第３号、３番４番５番の説明が終わり

ましたけれども、皆さんからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

ご異議ございませんので、議案第３号、３番４番５番につきましては申請どお

り承認することに決定します。  

続きまして、６番について事務局からの説明をお願いします。  

議案３号番号６番、議案は８ページになります。  

 申請人は大矢野町の法人です。申請地の物件表示は、大矢野町中字□□△△△
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議長（ 松岡）

推進委員(平山）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

△番△、地目は畑、面積１５１㎡です。申請場所は図面１ページ⑮詳細は２５～

２６ページのとおりで、○○○○○から南東の方向、約４ . ２ kmの辺りに位置して

おります。申請内容及び事業計画については、転用目的は資材置場です。資金に

ついては土地購入費を自己資金が上回っており問題ないと思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は行わず、生活

雑排水、汚水は発生せず、雨水は、砂利敷の自然排水と既設側溝への排水を行う

とのことです。造成中の被害防除については、造成を行わないため特にないとの

ことです。また、完成後の被害防除策については、周辺地への影響はないとのこ

とですが、万一争議が生じた際は申請者が誠意をもって対応するとのことです。

補足説明といたしまして、既に工事が完了しているため、顛末書を添付していた

だいております。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 議案第３号の６番について、推進委員の平山が説明します。  

 画面に映っているとおり細長い土地で、隣接する土地が申請人の土地でありま

して、買ってく れないかということで売買が成立しています。排水は自然排水に

なっていますが、吉本委員から申請人にどうされるか質問されましたら、海側に

排水するか市道に沿って排水溝を設けるか、どちらか考えたいとおっしゃってい

ました。追認事案ですけれども問題ないと思います。よろしくお願いします。  

ありがとうございました。ただいま６番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

ご異議ございませんので、６番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

７番につきましては議案第１号関連の案件につきましてすでに承認済でござい

ます。続きまして、８番につきまして事務局からの説明をお願いします。  

議案３号番号８番、議案は９ページになります。  

 申請人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△△

番、地目は田、面積１１６㎡です。申請場所は図面１ページ⑰詳細は２９～３０

ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約９ . ０kmの辺りに位置
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議長（ 松岡）

８番（ 源）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

しております。申請内容及び事業計画については、転用目的は個人住宅です。資

金については既に完工しており問題ないと思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は市の上水道を

利用し、生活雑排水、汚水については下水道へと排水し、雨水については道路側

溝へ排水を行うとのことです。造成中の被害防除策については、既に工事が完了

しており必要ありません。また、完成後の被害防除策については、周辺地への影

響はないとのことですが、万一争議が生じた際は申請者が誠意をもって対応する

とのことです。補足説明といたしまして、既に工事が完了しているため、始末書

を添付していただいております。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

 議案第３号の８番につきまして、源より説明申し上げます。 

 ただいま事務局から説明がありましたように、本件も追認のお願いでありま

す。何とかよろしくお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。ただいま８番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

ご異議ございませんので、８番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

続きまして、９番につきまして事務局からの説明をお願いします。  

議案３号番号９番、議案は同じく ９ページです。  

説明の前に１点訂正があります。本件は追認の案件でしたが、議案から追認の

表記が漏れておりました。お詫びして訂正いたします。また、８番についても追

認の表記が漏れておりましたのでお詫びして訂正いたします 

では議案の説明に入ります。  

 申請人は姫戸町の法人です。申請地の物件表示は、姫戸町二間戸字□□□△△

△△番△外１筆、地目は田、面積合計９８９㎡です。申請場所は図面１ページ⑱

詳細は３１～３２ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約１

８ . ０kmの辺りに位置しております。申請内容及び事業計画については、転用目的

は駐車場、倉庫、事務所用地です。資金については既に完工しており問題ないと
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議長（ 松岡）

推進委員(藤川）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 徳渕）

思われます。 

 続きまして、許可基準に照らした結果について説明いたします。  

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない、小集団の生産性の低い、第

２種農地と判断します。転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意の状況は、

地区の排水同意を確認しています。給排水計画については、給水は市の上水道を

利用し、生活雑排水、汚水については合併浄化槽にて処理した後に側溝へと排水

し、雨水については隣接する道路側溝へ排水を行うとのことです。造成中の被害

防除策については、既に工事が完了しており必要ありません。また、完成後の被

害防除策については、周辺地への影響はないとのことです。  

なお、当該農地は□□□地区の地域計画に含まれているため、地域計画の修正

が必要です。ただし、当該地は地域計画からの除外が見込まれることを農林課に

照会済みであり、軽微な変更として事後的に承認可能ですので今回の許可への支

障となるものではありません。補足説明といたしまして、既に工事が完了してい

るため、顛末書を添付していただいております。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

推進委員の藤川が、議案第３号の９番について説明いたします。  

図面の３１～３２をご覧く ださい。申請は賃貸借権の設定です。譲渡人と受人

の方は近所の方です。渡人のお母さんが１７年前に亡く なり長男が相続する予定

だったそうです。現状は倉庫、駐車場、事務所が建っています。今回の申請にあ

たり顛末書を提出してありますので寛大なるご許可をお願いいたします。よろし

く お願いします。以上です。 

ありがとうございました。ただいま９番の説明が終わりましたけれども、皆さ

んからご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、９番につきましては申請どおり承認することに決定

します。  

議案第４号 農用地利用集積等促進計画（ 案） について

 続きまして、議案第４号、農用地利用集積等促進計画（ 案） について。事務局

から説明をお願いします。  

 議案第４号、農用地利用集積等促進計画（ 案） について、議案は１１ページで
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

す。 

 今回の促進計画は、農地中間管理機構特例事業を利用した所有権移転が１件、

貸借権の設定が４件です。  

まず、所有権移転について。土地の所在は、大矢野町維和字□□△△△番△外

３筆、地目は畑、合計面積５ , ２９９㎡です。今回の売買契約は農業公社から受け

手に所有権を移転するものとなっております。詳細は議案のとおりです。８月に

出し手から農業公社への所有権移転をやっていただいております。その続きとお

考えください。 

次に、貸借権設定について、議案は１２ページになります。  

今回の促進計画は、新規の貸借が４件です。本計画における賃貸借の設定等を

受ける者は、耕作または養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用し

て、耕作または養畜の事業を行うと認められることから農地中間管理機構の推進

に関する法律第１８条第５項各号に掲げる要件を満たしております。説明は以上

です。 

 ありがとうございました。ただいま説明が終わりましたけれども、本案につい

て皆さんからご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、議案第４号につきましては原案どおり承認すること

に決定します。 

議案第５号 非農地通知交付申請について

 続きまして、議案第５号、非農地通知交付申請について。１番について事務局

から説明をお願いします。  

 議案第５号、番号１番です。議案は１４ページになります。申請人は松島町の

個人です。申請地の物件表示は、松島町今泉字□□□△△△△番、地目は畑、面

積７３６㎡です。申請場所は図面１ページ⑲、詳細は３３～３４ページのとおり

で、○○○○○から南の方向、直線距離で約１１ . ２㎞の辺りに位置しておりま

す。申請地の現況については、写真のとおりで、雑木が生い茂っており、農地と

して利用することが困難であると考えられるため、非農地化はやむを得ないと思

われます。説明は以上です。 

 ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  
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８番（ 源)

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

 議案第５号１番につきまして、源より説明申し上げます。 

この申請地はですね、もうすでに５０年以上前から耕作をやめられておりまし

て大きな雑木がいっぱいでございます。画面でもご覧のとおりどこが何か全く 分

からない、すでに山の状態でございますので、よろしく お願いしたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。ただいま非農地につきまして説明がございましたけ

れども、皆さん方からご意見、ご質問はありませんか。 

（ 異議なし の声あり）

 ご異議ございませんので、議案第５号につきましては申請どおり承認すること

に決定します。 

 議案第６号、許可取消願につきましては、議案第１号の関連案件につきまして

承認済でございます。 

報告第１号 農地形状変更の受理について

続きまして、報告第１号、農地形状変更届の受理について。１番から６番につ

いて関連しますので、一括して事務局より説明をお願いします。  

報告第１号番号１番から６番は隣接する農地であり、一帯を埋め立てて畑作へ

と変更するためにまとめて申請されたものであるため、一括して説明します。議

案は１７～１８ページになります。  

 番号１番の届出人は久留米市の法人です。申請地の物件表示は、松島町合津字

□□△△△番△、地目は田、面積７５２㎡です。番号２番の届出人は松島町の個

人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△番△外１筆、地目は田、

面積合計９０７㎡です。番号３番の届出人は天草市の個人です。申請地の物件表

示は、松島町合津字□□△△△番△、地目は田、面積６１９㎡です。番号４番の

届出人は熊本市の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△番

△、地目は田、面積１ , ５９４㎡です。番号５番の届出人は松島町の個人です。申

請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△番△外１筆、地目は田、面積合計２ ,

１２１㎡です。番号６番の届出人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松

島町合津字□□△△△番、地目は田、面積７３４㎡です。申請場所は図面１ペー

ジ⑳～㉕詳細は３５～３６ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距

離で約９ . ３㎞の辺りに位置しております。届出事由は、畑作への変更のためとの

ことです。説明は以上です。 
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議長（ 松岡）

８番（ 源)

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源)

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

報告第１号、１番につきまして、源より説明申し上げます。 

本件は今事務局から説明があったとおりでございますが、図面の３５ページを

ご覧いただきますと黄色線で対象地が囲ってあるわけですが、この囲いの中に、

この申請者６名の方の所有地がありまして、もう１筆を申請者の方が借受けて耕

作をされております。他の方は現在画面をご覧のとおり耕作放棄の状態でござい

ますので、この一画になりますが今年の水害の結果を踏まえて、全面的に嵩上げ

して畑状態にし、現在耕作をされている人が中心になって、今後の営農をやりた

いという意向です。現在の５名の持ち主の方も同意をされておりますので、寛大

なご判断をお願いしたいと思います。  

ありがとうございました。続きまして、７番についての説明を事務局よりお願

いします。 

報告第１号番号７番です、議案は１８ページです。  

届出人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町今泉字□□△△△△

番△、地目は田、面積１ , ６６４㎡です。申請場所は図面１ページ㉖詳細は３７～

３８ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約１１ . ２㎞の辺り

に位置しております。届出事由は、農地の嵩上げのためとのことです。説明は以

上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

報告第１号、７番につきまして、源より説明申し上げます。 

本件は今事務局から説明があったとおりでございますが、８月１１日の水害に

より全面的に土砂流入で、すでに嵩上げの状態になっておりました。実は申請人

の方は、すでに施設に入所しておりまして、奥様がおられますが、高齢のため自

ら管理はできなく て親族の方が年に数回来て農地として管理されておりました。

この土砂流入の機会に嵩上げをして、農地としての管理を親族の方が続けられる

ように整地をさせていただきたいということです。よろしくお願いします。  

ありがとうございました。ただいま７番について説明が終わりましたが、皆さ

んからのご意見、ご質問はありませんか。 

（ なし の声あり）

ご質問ございませんので、報告第１号につきましては報告どおりといたしま
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議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

５番（ 岩﨑）

議長（ 松岡）

事務局（ 睦田）

議長（ 松岡）

８番（ 源)

す。  

許可不要転用届の受理について

続きまして、報告第２号、許可不要転用届の受理について。１番の説明を事務

局よりお願いします。 

報告第２号、番号１番です。議案は１９ページです。  

届出人は大矢野町の個人です。申請地の物件表示は、大矢野町中字□□□□△

△△△番△△、地目は畑、面積３２０㎡です。申請場所は図面１ページ㉗、詳細

は３９～４０ページのとおりで、○○○○○から南東の方向、直線距離で約１ . ８

㎞の辺りに位置しております。届出事由は、農業用施設の建築のためです。申請

地３２０㎡のうち７０㎡を用地利用するとのことです。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

報告第２号の１番につきまして、５番、岩﨑が説明いたします。  

申請人は８月の水害でですね、倉庫が浸水しましてトラクター２台、乾燥機５

台のうち３台、その他の機械、そして玄米の３０kg１００俵ほど被害に遭われた

そうで、浸水被害を受けないような場所に倉庫を建てるために今回申請されてお

ります。よろしく お願いします。 

ありがとうございました。続きまして、２番について事務局より説明をお願い

します。  

報告第２号、番号２番です。議案は１９ページです。  

届出人は松島町の個人です。申請地の物件表示は、松島町合津字□□△△△△

番、地目は田、面積５１７㎡です。申請場所は図面１ページ㉘、詳細は４１～４

２ページのとおりで、○○○○○から南の方向、直線距離で約９ . ０㎞の辺りに位

置しております。届出事由は、農業用施設の建築のためです。申請地５１７㎡の

うち９５ . ６８㎡を用地利用するとのことです。説明は以上です。 

ありがとうございました。続きまして、担当委員の説明をお願いします。  

報告第２号、２番につきまして、源より説明申し上げます。 

本件は１９８５年頃から農業用施設として利用していたということでございま

す。多分当初も許可不要の農業用倉庫としての届けは出ていたんじゃないかなと

いうふうに私は思いますが、そこのところは定かではございません。すでに農業
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議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

事務局（ 徳渕）

議長（ 松岡）

議長（ 松岡）

用施設として利用されていますが、よろしくお願いします。  

ありがとうございました。ただいま説明が終わりましたけれども、皆さんから

のご意見、ご質問はありませんか。 

（ なし の声あり）

ご質問ございませんので、報告第２号につきましては報告どおりといたしま

す。 

報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による届出について

 続きまして、報告第３号、農地法第１８条第６項の規定による使用貸借及び賃

貸借の解約並びに利用権設定の合意解約について。事務局からの説明をお願いし

ます。  

 報告第３号、議案は２０ページになります。 

今回の報告は５件、合計面積２万２, ４４１㎡となっております。利用権設定さ

れていた農地について解約が確認されたものであり、個別の詳細は議案のとおり

です。説明は以上です。 

ありがとうございました。ただいま報告第３号の説明が終わりましたけれど

も、皆さん方からご質問はありませんか。 

（ なし の声あり）

 ご質問などありませんので、報告第３号につきましては報告どおりといたしま

す。 

 これをもちまして、本日の総会の議案審議を全て終了いたします。慎重審議、

誠にありがとうございました。  

 最後に事務局から説明がありますので、よろしくお願いします。  

（ 録音終了）  

その他

（ 最後に翌月の現地調査及び定例総会の日程について説明し閉会）  
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閉会 午前１０時５５分
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